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(57)【要約】
輸送車両において位置に基づく広告（情報）を提供する
改良されたシステム及び方法であって、広告を表示でき
る１つ又はそれ以上のデジタル表示器を有し、表示され
る広告は、現在の輸送車両の位置と時刻に基づいて再生
される広告を決めるメディアプレーヤによって制御され
る。このシステムを使用することにより、輸送車両のル
ート上の地理的位置に基づいて表示される広告を選択で
きる。更に、表示される広告は、複数のデジタル表示器
の使用によって、１台の車両内に個別の広告を表示する
か、又は、乗客が乗車中により多くの広告を観覧できる
よう、輸送車両全体にわたり循環表示できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
輸送車両における、位置に基づく情報提供システムであって、
（ａ）　前記輸送車両に設置され、前記輸送車両の乗客が観覧できる、前記位置に基づく
情報を表示可能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器、
（ｂ）　前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される前記情報を制御するメディ
アプレーヤ、
（ｃ）　前記輸送車両に設置され、前記輸送車両の地理的位置を前記メディアプレーヤへ
伝える位置検知装置、を有し、
前記メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上の前記デジタル表示器に表示されるべき、前
記輸送車両の地理的位置によって決まる、前記位置に基づく情報を選択することを特徴と
するシステム。
【請求項２】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３０インチから７５
インチの範囲の長さを有することを特徴とする、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、７０インチの長さを
有することを特徴とする、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、７０インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項３記載のシステム。
【請求項５】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３５インチの長さを
有することを特徴とする、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、３５インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に凹形の前面を有することを特徴とする、
請求項１乃至６の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に平らな前面を有することを特徴とする、
請求項１乃至６の何れか１項に記載のシステム。
【請求項９】
長手方向に配置された２つ又はそれ以上の前記デジタル表示器を有することを特徴とする
、請求項１乃至８の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
前記デジタル表示器は各々、前記デジタル表示器で表示される、前記位置に基づく情報を
観覧している前記乗客に関する分析データを収集するための１つ又はそれ以上のデジタル
カメラを有することを特徴とする、請求項１乃至９の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
前記分析データを保存するための記憶手段を更に有することを特徴とする、請求項１０に
記載のシステム。
【請求項１２】
前記メディアプレーヤは、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示されるべき、前
記車両の地理的位置と収集された前記分析データによって決まる、前記位置に基づく情報
を選択することを特徴とする、請求項１０又は１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記デジタル表示器は、前記乗客の携帯装置から前記乗客に関する情報を得ることによっ
て、前記乗客の情報を直接又は間接的に獲得でき、前記獲得した情報は、前記乗客の近く
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の前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、前記車両の地理的位置と得られた
前記乗客のデータによって決まる、前記位置に基づく情報を選択する前記メディアプレー
ヤへ伝達されることを特徴とする、請求項１乃至９の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１４】
前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器を持つ列を有し、前記デジタル表示器の列は、特
定の期間、前記位置に基づく情報を、前記列内のデジタル表示器の間で順番に交替で表示
できることを特徴とする、請求項１乃至１３の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
記憶装置、中央コントロールセンタからのデータを送受信するための送受信手段、分析機
能手段、前記乗客との間の交信手段、のうち１つ又はそれ以上の構成要素を更に有するこ
とを特徴とする、請求項１乃至１４の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
前記デジタル表示器は各々、前記輸送車両内を照明するための光の帯を有することを特徴
とする、請求項１乃至１５の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１７】
前記光の帯は、前記デジタル表示器各々の長手にわたり伸びていることを特徴とする、請
求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
前記位置に基づく情報は、広告を含むことを特徴とする、請求項１乃至１７の何れか１項
に記載のシステム。
【請求項１９】
時刻に基づく情報を提供できるシステムであって、更に現在時刻を提供する時計を有し、
前記メディアプレーヤは前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示されるべき前記時
刻に基づく情報を前記現在時刻に基づいて選択することを特徴とする、請求項１乃至１８
の何れか１項に記載のシステム。
【請求項２０】
緊急情報を提供できるシステムであって、前記メディアプレーヤは、前記１つ又はそれ以
上のデジタル表示器で表示されるべき、中央コントロールセンタからの入力によって決ま
る前記緊急情報を受信することを特徴とする、請求項１乃至１９の何れか１項に記載のシ
ステム。
【請求項２１】
前記デジタル表示器と関連付けられた、前記分析データを収集するためのデジタルカメラ
は、緊急事態時に中央コントロールセンタとの無線通信を通して、輸送車両の監視に使用
できることを特徴とする、請求項１乃至２０の何れか１項に記載のシステム。
【請求項２２】
前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器を持つ列を２つ有し、前記列は各々、輸送車両の
長手にわたり長手方向に配置された複数の前記デジタル表示器を持つことを特徴とする、
請求項１乃至２１の何れか１項に記載のシステム。
【請求項２３】
前記列は各々、前記情報を前記列内の前記複数のデジタル表示器の間で順番に交替で表示
できることを特徴とする、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器を持つ列における、隣接する前記デジタル表示器
間の接点は、表示を観覧している前記乗客に継ぎ目のないように見えることを特徴とする
、請求項２２又は２３に記載のシステム。
【請求項２５】
前記乗客との間の交信機能が、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器に組み込まれ、前
記乗客との間の交信機能を持つデジタル表示器の近くの乗客が、前記デジタル表示器の１
つ又はそれ以上のタッチ可能インタフェースを通して、又は前記輸送車両内の乗客の１人
が操作する携帯装置と前記デジタル表示器間の直接又は間接的無線情報伝送を通して、又
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はそれらの組合せを通して、表示されている前記位置に基づく情報に関する補足情報を得
ることを可能にすることを特徴とする、請求項１乃至２４の何れか１項に記載のシステム
。
【請求項２６】
前記補足情報は、ＷＩ－ＦＩ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、近接場型無線
通信、又はそれらの組合せから選択された無線インタフェースを通した情報伝送を通して
得ることを特徴とする、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
前記補足情報は、クイックレスポンスコード、ＴＡＧコード、ＵＰＣバーコード、ウェブ
サイトへのリンク、店の位置の情報、ダウンロード可能なクーポン、又はそれらの組合せ
を含むことを特徴とする、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
前記乗客は、携帯装置にインストールされたＰＯＳ（販売時点管理）ソフトウェアを使う
ことにより、前記デジタル表示器に表示された広告の対象を購入できることを特徴とする
、請求項１乃至２７の何れか１項に記載のシステム。
 
【請求項２９】
輸送車両における情報提供システムであって、
（ａ）　長手方向に配置された２つ又はそれ以上のデジタル表示器を有し、前記輸送車両
に設置される列、
（ｂ）　前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器の各々は、前記輸送車両内の乗客により
観覧でき、かつ情報を表示でき、
（ｃ）　前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示されるべき情報を制御するメディ
アプレーヤ、を有することを特徴とするシステム。
【請求項３０】
前記情報は位置に基づく情報を含み、かつ、前記輸送車両に設置され、前記輸送車両の地
理的位置を前記メディアプレーヤへ伝える位置検知装置を更に有し、前記メディアプレー
ヤは、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示されるべき、前記輸送車両の地理的
位置によって決まる、前記位置に基づく情報を選択することを特徴とする、請求項２９に
記載のシステム。
【請求項３１】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３０インチから７５
インチの範囲の長さを有することを特徴とする、請求項２９又は３０に記載のシステム。
【請求項３２】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、７０インチの長さを
有することを特徴とする、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、７０インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３５インチの長さを
有することを特徴とする、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３５】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、３５インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３６】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に凹形の前面を有することを特徴とする、
請求項２９乃至３５の何れか１項に記載のシステム。
【請求項３７】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に平らな前面を有することを特徴とする、
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請求項２９乃至３５の何れか１項に記載のシステム。
【請求項３８】
前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器の各々は、２つのデジタル表示器で表示される情
報を観覧している前記乗客に関する分析データを収集するための１つ又はそれ以上のデジ
タルカメラを有することを特徴とする、請求項２９乃至３７の何れか１項に記載のシステ
ム。
【請求項３９】
前記分析データを保存するための記憶手段を更に有することを特徴とする、請求項３８に
記載のシステム。
【請求項４０】
前記メディアプレーヤは、前記収集された分析データによって全部又は一部が決まる、前
記デジタル表示器で表示されるべき情報を選択することを特徴とする、請求項３８又は３
９に記載のシステム。
【請求項４１】
前記デジタル表示器は、前記乗客の携帯装置から前記乗客に関する情報を得ることによっ
て前記乗客の情報を直接又は間接的に獲得でき、前記獲得した情報は、前記乗客の近くの
前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、前記輸送車両の地理的位置と前記獲
得された乗客情報によって決まる、前記位置に基づく情報を選択する前記メディアプレー
ヤへ伝達されることを特徴とする、請求項２９乃至３７の何れか１項に記載のシステム。
【請求項４２】
記憶装置、中央コントロールセンタからのデータを送受信するための送受信手段、分析機
能手段、前記乗客との間の交信手段、のうち１つ又はそれ以上の構成要素を更に有するこ
とを特徴とする、請求項２９乃至４１の何れか１項に記載のシステム。
【請求項４３】
前記デジタル表示器は各々、前記輸送車両内を照明するための光の帯を有することを特徴
とする、請求項２９乃至４２の何れか１項に記載のシステム。
【請求項４４】
前記光の帯は、前記デジタル表示器各々の長手にわたり伸びていることを特徴とする、請
求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
前記情報は、広告を含むことを特徴とする、請求項２９乃至４４の何れか１項に記載のシ
ステム。
【請求項４６】
時刻に基づく情報を提供することができるシステムであって、更に現在時刻を提供する時
計を有し、前記メディアプレーヤは前記デジタル表示器で表示されるべき前記時刻に基づ
く情報を前記現在時刻に基づいて選択することを特徴とする、請求項２９乃至４５の何れ
か１項に記載のシステム。
【請求項４７】
緊急情報を提供できるシステムであって、前記メディアプレーヤは、前記１つ又はそれ以
上のデジタル表示器で表示されるべき、中央コントロールセンタからの入力によって決ま
る前記緊急情報を受信することを特徴とする、請求項２９乃至４６の何れか１項に記載の
システム。
【請求項４８】
前記２つ又はそれ以上のデジタル表示器を持つ列を２つ有し、前記列は各々、輸送車両の
長手にわたり長手方向に配置された複数の前記デジタル表示器を持つことを特徴とする、
請求項２９乃至４７の何れか１項に記載のシステム。
【請求項４９】
前記列は各々、前記情報を前記列内の前記複数のデジタル表示器の間で順番に交替で表示
できることを特徴とする、請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
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前記列における隣接する前記デジタル表示器間の接点は、表示を観覧している前記乗客に
継ぎ目のないように見えることを特徴とする、請求項４８又は４９に記載のシステム。
【請求項５１】
前記乗客との間の交信機能が、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器に組み込まれ、前
記乗客との間の交信機能を持つデジタル表示器の近くの乗客が、前記デジタル表示器の１
つ又はそれ以上のタッチ可能インタフェースを通して、又は前記輸送車両内の乗客の１人
が操作する携帯装置と前記デジタル表示器間の直接又は間接的無線伝送を通して、表示さ
れている前記位置に基づく情報に関する補足情報を得ることを可能にすることを特徴とす
る、請求項２９乃至５０の何れか１項に記載のシステム。
【請求項５２】
前記補足情報は、ＷＩ－ＦＩ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、近接場型の無
線通信、又はそれらの組合せから選択された無線インタフェースを通した、直接又は間接
的情報伝送を通して得ることを特徴とする、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
前記補足情報は、クイックレスポンスコード、ＴＡＧコード、ＵＰＣバーコード、ウェブ
サイトへのリンク、店の位置の情報、ダウンロード可能なクーポン、又はそれらの組合せ
を含むことを特徴とする、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
前記乗客は、携帯装置にインストールされたＰＯＳ（販売時点管理）ソフトウェアを使う
ことにより、前記デジタル表示器に表示された広告の対象を購入できることを特徴とする
、請求項２９乃至５３の何れか１項に記載のシステム。
 
【請求項５５】
輸送車両に設置された１つ又はそれ以上のデジタル表示器に、前記輸送車両の乗客が観覧
できる、位置に基づく情報を表示する方法であって、
（ａ）　前記輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定す
るステップ、
（ｂ）　前記輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては前記現在時刻とに関
連するスケジューリング情報を持った、位置に基づく情報を選択するために、前記位置に
基づく情報と前記関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスする
ステップ、
（ｃ）　前記選択された位置に基づく情報に関連する前記スケジューリング情報によって
決まる特定の時間に、前記選択された位置に基づく情報を、前記１つ又はそれ以上のデジ
タル表示器に表示するステップ、からなることを特徴とする方法。
【請求項５６】
前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器は、デジタル表示器の列を形成し、前記選択され
た位置に基づく情報は、前記デジタル表示器の列に表示され、前記選択された位置に基づ
く情報に関連する前記スケジューリング情報によって決まる特定の時間、前記列内のデジ
タル表示器の間で順番に交替で表示されることを特徴とする、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
前記デジタル表示器で表示される、前記位置に基づく情報を観覧している前記乗客に関す
る分析データを収集し、オプションによっては保存するステップと、収集され、オプショ
ンによっては保存された前記分析データをユーザー（広告主）に伝送するステップを更に
有することを特徴とする、請求項５５又は５６に記載の方法。
【請求項５８】
前記分析データは、前記デジタル表示器に関連する１つ又はそれ以上のデジタルカメラに
よって収集されることを特徴とする、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される、前記位置に基づく情報は、前記輸
送車両の地理的位置と、前記位置に基づく情報を観覧している乗客に関する前記収集され



(7) JP 2015-530648 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

た分析データによって決まることを特徴とする、請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器は、前記デジタル表示器の近くにいる乗客の携帯
装置から直接又は間接的に情報を伝送し、前記乗客に関する獲得された情報は、前記乗客
の近くの前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、前記輸送車両の地理的位置
と、前記乗客の携帯装置から前記獲得された情報によって決まる、前記位置に基づく情報
を選択するために使用されるステップを更に有することを特徴とする、請求項５５又は５
９に記載のシステム。
【請求項６１】
前記位置に基づく情報は、広告を含むことを特徴とする、請求項５５乃至６０の何れか１
項に記載の方法。
【請求項６２】
緊急情報を表示する方法であって、前記表示される緊急情報を中央コントロールセンタか
らの入力によって選択するステップを更に有することを特徴とする、請求項５５乃至６１
の何れか１項に記載の方法。
【請求項６３】
前記デジタル表示器と関連付けられた、前記分析データを収集するためのデジタルカメラ
は、緊急事態時に中央コントロールセンタとの無線通信を通して、輸送車両の監視に使用
できることを特徴とする、請求項５５乃至６２の何れか１項に記載の方法。
【請求項６４】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３０インチから７５
インチの範囲の長さを有することを特徴とする、請求項５５乃至６３の何れか１項に記載
の方法。
【請求項６５】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、７０インチの長さを
有することを特徴とする、請求項６４記載の方法。
【請求項６６】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、７０インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項６５記載の方法。
【請求項６７】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３５インチの長さを
有することを特徴とする、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、３５インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に凹形の前面を有することを特徴とする、
請求項５５乃至６８の何れか１項に記載の方法。
【請求項７０】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に平らな前面を有することを特徴とする、
請求項５５乃至６９の何れか１項に記載の方法。
【請求項７１】
前記乗客との間の交信機能が、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器に組み込まれ、前
記乗客との間の交信機能を持つデジタル表示器の近くの乗客が、前記デジタル表示器の１
つ又はそれ以上のタッチ可能インタフェースを通して、又は前記輸送車両内の乗客の１人
が操作する携帯装置と前記デジタル表示器間の直接又は間接的無線情報伝送を通して、又
はそれらの組合せを通して、表示されている前記位置に基づく情報に関する補足情報を得
ることを可能にすることを特徴とする、請求項５５乃至７０の何れか１項に記載の方法。
【請求項７２】
前記補足情報は、ＷＩ－ＦＩ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、近接場型無線
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通信、又はそれらの組合せから選択された無線インタフェースを通した情報伝送を通して
得ることを特徴とする、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
前記補足情報は、クイックレスポンスコード、ＴＡＧコード、ＵＰＣバーコード、ウェブ
サイトへのリンク、店の位置の情報、ダウンロード可能なクーポン、又はそれらの組合せ
を含むことを特徴とする、請求項７１に記載の方法。
【請求項７４】
前記乗客は、前記携帯装置にインストールされたＰＯＳ（販売時点管理）ソフトウェアを
使うことにより、前記デジタル表示器に表示された広告の対象を購入できることを特徴と
する、請求項５５乃至７３の何れか１項に記載の方法。
【請求項７５】
輸送車両に設置された１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示される、前記輸送車両の
乗客が観覧できる広告を、広告主が選択できるようにする方法であって、
（ａ）　前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示できる、各々、地理的位置と時間
に関する関連情報を持つ複数の保存された広告を含む中央メディアデータベースを提供す
るステップ、
（ｂ）　前記輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定す
るステップ、
（ｃ）　前記輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては前記現在時刻とを前
記中央メディアデータベースへ伝送するステップ、
（ｄ）　前記輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては前記現在時刻にも対
応する関連情報を持つ、保存された前記広告の１つを選択するステップ、
（ｅ）　前記選択された広告を前記輸送車両に設置されたローカルメディアデータベース
へ伝送するステップ、
（ｆ）　前記選択された広告を、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示するステ
ップ、からなることを特徴とする方法。
【請求項７６】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３０インチから７５
インチの範囲の長さを有することを特徴とする、請求項５８記載の方法。
【請求項７７】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、７０インチの長さを
有することを特徴とする、請求項５９記載の方法。
【請求項７８】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、７０インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項６０記載の方法。
【請求項７９】
前記デジタル表示器は、１０インチから１４インチの範囲の高さと、３５インチの長さを
有することを特徴とする、請求項５９に記載の方法。
【請求項８０】
前記デジタル表示器は、１１インチの高さと、３５インチの長さを有することを特徴とす
る、請求項６２に記載の方法。
【請求項８１】
前記デジタル表示器は、前記乗客が観覧する時に凹形の前面を有することを特徴とする、
請求項５８乃至６３の何れか１項に記載の方法。
【請求項８２】
前記デジタル表示器は、乗客が観覧する時に平らな前面を有することを特徴とする、請求
項５８乃至６３の何れか１項に記載の方法。
【請求項８３】
前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器は、デジタル表示器の列を形成し、選択された広
告は、前記デジタル表示器の列に表示されることを特徴とする、請求項５８乃至６５の何
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れか１項に記載の方法。
【請求項８４】
前記列における隣接するデジタル表示器間の接点は、前記表示を観覧している乗客に継ぎ
目のないように見えることを特徴とする、請求項６６記載の方法。
【請求項８５】
前記選択された広告を観覧している乗客に関する分析データを収集し、オプションによっ
ては保存するステップと、収集され、オプションによっては保存された分析データをメデ
ィアプレーヤ又はユーザー（広告主）に伝送するステップを更に有することを特徴とする
、請求項５８乃至６７の何れか１項に記載の方法。
【請求項８６】
前記分析データは、前記デジタル表示器に関連する、１つ又はそれ以上のデジタルカメラ
によって収集されることを特徴とする、請求項８４に記載の方法。
【請求項８７】
前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される、前記位置に基づく情報は、前記輸
送車両の地理的位置と、前記位置に基づく情報を観覧している乗客に関する収集された分
析データによって決まることを特徴とする、請求項８４に記載の方法。
【請求項８８】
前記乗客の携帯装置から、前記乗客の近くの、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器へ
の情報伝送を通して分析データを収集するステップを更に有し、前記１つ又はそれ以上の
デジタル表示器において表示される前記位置に基づく情報は、前記輸送車両の地理的位置
と、前記デジタル表示器の近傍において携帯装置を持つ乗客から収集された情報によって
決まることを特徴とする、請求項７５乃至８５の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８９】
前記乗客との間の交信機能が、前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器に組み込まれ、前
記乗客との間の交信機能を持つ前記デジタル表示器の近くの乗客が、前記デジタル表示器
の１つ又はそれ以上のタッチ可能インタフェースを通して、又は前記輸送車両内の乗客の
１人が操作する携帯装置と前記デジタル表示器間の直接又は間接的無線情報伝送を通して
、又はそれらの組合せを通して、表示されている前記位置に基づく情報に関する補足情報
を得ることを可能にすることを特徴とする、請求項７５乃至８８の何れか１項に記載の方
法。
【請求項９０】
前記補足情報は、ＷＩ－ＦＩ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、近接場型無線
通信、又はそれらの組合せから選択された無線インタフェースを通した情報伝送を通して
得ることを特徴とする、請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
前記補足情報は、クイックレスポンスコード、ＴＡＧコード、ＵＰＣバーコード、ウェブ
サイトへのリンク、店の位置の情報、ダウンロード可能なクーポン、又はそれらの組合せ
を含むことを特徴とする、請求項８９に記載の方法。
【請求項９２】
前記乗客は、前記携帯装置にインストールされたＰＯＳ（販売時点管理）ソフトウェアを
使うことにより、前記デジタル表示器に表示された広告の対象を購入できることを特徴と
する、請求項７５乃至９１の何れか１項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、公共交通（輸送）車両内のデジタル表示器に、例えば広告のような対象を
絞った情報を表示するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　例えばバス、路面電車、路面軌道、軽量軌道、地下鉄、鉄道などの公共交通車両（輸送
車両ともいう）は、広告のプラットフォームとしてよく使われている。従来、輸送車両内
の広告は、車両内の窓の上方に長手方向に続く帯状部に配置される、静止した広告である
。この広告の帯状部はいくつかの部分に分けられ、各部分が異なる広告を提供している。
もう一つの方法として、スペースが許すならば輸送車両内の壁や間仕切りに広告を掲示す
る。
【０００３】
　しかしながら、この従来の広告形態には、各広告は輸送車両が実使用に供されていない
時にしか変更できないこと、各広告は車両のルート全域にわたって同じであり続けること
、ある特定の広告はその近くにいる車両内の乗客しか観覧できない、などの多くの欠点が
ある。更なる欠点は、この広告形態は、特に大編成の輸送車両の場合に、広告が置き換え
られる度に大量の廃棄物を生じることである。しかしながらもっと重要なことは、この広
告形態は、その地の広告主が彼らの広告を、彼らのビジネスの近所にいる乗客に対象を絞
って行うことを困難にし、結果として彼らの広告は、ルート上の輸送車両の地理的位置に
関わらず乗客に表示される。このことは、広告主が輸送車両の広告スペースに対し納得し
て支払える価格や、乗客が広告自体に注ぐ注意に影響を及ぼす。
【０００４】
　最近、輸送車両内の広告は、ビデオモニタの使用を含むようになってきた。これにより
一連の広告は、輸送車両の全体にわたり継続的・循環的に表示できる。しかしながら、あ
る広告が乗客に観覧されるか否かは、乗客の輸送車両内で費やす時間の長さと、車両内の
ビデオモニタの近くにいるか否かによって決まる。
【０００５】
　そこで、これらの従来の広告方法の欠点に対応しようとする様々なシステムが開発され
てきた。
【０００６】
　位置の指定された広告提供の初期の試みは、特許文献１に記載され、この公報は、大量
輸送車両のルート上の位置に基づいて、乗客にアナウンスされる情報を制御し更新するた
めのシステムを記載している。しかしながら、乗客に提供される情報は、音声、又はデジ
タル表示器上の静止又は流れる（ストリーミング）文章という形式で届けられていた。こ
の表示形式は、広告を追いかけるためには常に表示器のスクリーンを観覧することを乗客
に要求するので、製品と広告主に関する画像又は位置情報を含む、製品情報の提供方法と
してはあまり実用的でない。
【０００７】
　特許文献２は、車両の地理的位置を使用して、位置に基づく、対象を絞った広告を表示
する、タクシー用の電子表示パネルを記載している。しかしながら、このパネルは、タク
シー内の乗客には見えず、広告を明瞭に観覧できる程度に充分遅い速度で車両が動いてい
る時に、通行人だけが短時間観覧できる。
【０００８】
　特許文献３は、例えば一日のうちの時刻や天候、また輸送車両においては通過した駅又
は次の駅などの外部入力に応じて、表示される内容を変えられる、適応型広告システムを
記載している。しかしながら、このシステムは、車両の位置によりトリガーされる再生リ
ストの使用に係るもので、広告変更の柔軟性は制限される。
【０００９】
　特許文献４は、車両用の携帯ビデオ配信システムを記載しており、車両と、車両の位置
を特定する手段と、表示器と、記憶又は保存装置を含む、ビデオ監視システムの付属物と
して使用するものである。このシステムでは、車両が広告主の近傍にあることに基づき広
告を表示することはできるが、このシステム自体は、一つのモニタしか含まないので、複
数の乗客が複数の広告自体、又は同時に一連の広告を観覧する場合においては、限られた
能力しかない。
【００１０】
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　特許文献５は、公共輸送車両を待っている乗客に車両の状況を知らせるため、停車場の
表示装置、輸送車両内の表示器、又は乗客が使用する携帯装置に車両の現在位置を送信す
る位置特定装置を輸送車両内に備えたシステムを記載している。このシステムの更なる実
施例では、車両の位置や一日のうちの時刻、季節や天候向けに作られたニュースや広告も
提供する。しかしながら、このシステムでは、広告情報の提供は、次の停車場、観光名所
などの興味を引く箇所、乗換え接続や到着時刻に関する情報提供の付属物である。
　以上の結果として、輸送車両内で車両の地理的位置によって決まる内容の、車両内の乗
客向けの広告を提供する、改良された広告提供システムが必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際特許公開公報第ＷＯ－９１／０１４２４７号
【特許文献２】米国特許第７，４４９，９９８号
【特許文献３】米国特許出願第２００７／０１００６９８号
【特許文献４】米国特許出願第２００７／０１１８８６０号
【特許文献５】米国特許出願第２００２／００６９０１７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、車両の現在位置と、乗客に表示する広告とを結合することによって、
輸送車両において位置に基づく広告を提供する、改良されたシステムと方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　従って、この発明の一つの態様では、輸送車両における位置に基づく情報提供システム
であって、
（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧できる、位置に基づく情報を表示可
能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される情報を制御するメディアプレー
ヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える位置検
知装置、を有し、
　メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示されるべき、輸送車両
の地理的位置によって決まる、位置に基づく情報を選択することを特徴とする、システム
が提供される。
【００１４】
　このシステムは、オプションによっては、記憶装置、中央コントロールシステムへの送
受信機能、分析機能、乗客との交信機能を含む構成要素を更に有することができる。
【００１５】
　この発明の別の態様では、輸送車両における位置に基づく広告提供システムであって、
（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧できる、位置に基づく情報を表示可
能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器と、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示
される、位置に基づく広告を観覧している乗客に関する分析データを収集するための１つ
又はそれ以上のデジタルカメラ、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される情報を制御するメディアプレー
ヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える、位置
検知装置、
（ｄ）　収集された乗客に関する分析データを保存するための記憶手段、を有し、
　メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、車両の地理的位
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置によって決まる、位置に基づく情報を選択することを特徴とする、システムが提供され
る。
【００１６】
　この発明の別の態様では、輸送車両における位置に基づく広告提供システムであって、
（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧できる、位置に基づく情報を表示可
能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器と、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示
される、位置に基づく広告を観覧している乗客に関する分析データを収集するための、１
つ又はそれ以上のデジタルカメラ、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される広告を制御するメディアプレー
ヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える、位置
検知装置を有し、
メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、車両の地理的位置
と収集された分析データによって決まる、位置に基づく情報を選択することを特徴とする
、システムが提供される。
【００１７】
　この発明の別の態様では、輸送車両における情報提供システムであって、
（ａ）　輸送車両に設置され、列内に列の長さにわたって配置された、２つ又はそれ以上
のデジタル表示器を有する列と、
（ｂ）　２つ又はそれ以上のデジタル表示器のそれぞれが、輸送車両の乗客により観覧で
き、かつ情報を表示でき、
（ｃ）　２つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される情報を制御するメディアプレー
ヤ、を有することを特徴とする、システムが提供される。
【００１８】
　この発明の別の態様では、輸送車両における情報提供システムであって、
（ａ）　列内に長さ方向に配置された２つ又はそれ以上のデジタル表示器を有し、輸送車
両に設置される列、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される、位置に基づく情報を制御する
メディアプレーヤ、
（ｃ）　位置に基づく情報をメディアプレーヤへ供給するため、メディアプレーヤと交信
するリモートコントロールセンタ、
（ｄ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える位置検
知装置、を有することを特徴とする、システムが提供される。
【００１９】
　この発明の別の態様では、輸送車両における位置に基づく広告提供システムであって、
（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧できる、位置に基づく情報を表示可
能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器、ここでデジタル表示器は、乗客の携帯装置に
保存された情報を、乗客の携帯装置から直接又は間接的にデジタル表示器へ伝送すること
のできる無線交信能力を有し、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される、位置に基づく広告を制御する
メディアプレーヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える位置検
知装置、を有し、
メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、車両の地理的位置
によって決まる、位置に基づく情報を選択し、乗客の携帯装置から収集された情報が、デ
ジタル表示器からメディアプレーヤに伝送されることを特徴とする、システムが提供され
る。
【００２０】
　この発明の別の態様では、輸送車両における、位置に基づく広告提供システムであって
、
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（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧でき、位置に基づく情報を表示可能
な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器は、乗客が、１つ又はそれ以上のデジタル表示器
に表示される、位置に基づく広告に関する補足情報を得るために、デジタル表示器との間
の交信を可能にする、１つ又はそれ以上の乗客との間の交信機能を有し、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される、位置に基づく広告を制御する
メディアプレーヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える位置検
知装置、を有し、
メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、車両の地理的位置
と収集された分析データによって決まる、位置に基づく情報を選択することを特徴とする
システムが提供される。
【００２１】
　この発明の別の態様では、輸送車両における、位置に基づく広告提供システムであって
、
（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧できる、位置に基づく情報を表示可
能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器であって、デジタル表示器と乗客の携帯装置間
でＰＯＳ（販売時点管理）取引を促進する無線交信能力を有し
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される情報を制御するメディアプレー
ヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える位置検
知装置、
（ｄ）　収集された乗客に関する分析データを保存するための記憶手段を有し、
メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示され、車両の地理的位置
によって決まる、位置に基づく情報を選択し、乗客は、位置に基づく情報を観覧するとき
に、デジタル表示器と乗客の携帯装置間のＰＯＳ（販売時点管理）によって、位置に基づ
く情報中の商品又はサービスオフィスを購入できることを特徴とするシステムが提供され
る。
【００２２】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく情報を表示する方法であって
、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とに関連するス
ケジューリング情報を持った、位置に基づく情報を選択するために、位置に基づく情報と
関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスするステップ、
（ｃ）　選択された位置に基づく情報に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく情報を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示
するステップ、からなることを特徴とする方法が提供される。
【００２３】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく情報を表示する方法であって
、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とに関連するス
ケジューリング情報を持った、位置に基づく情報を選択するために、位置に基づく情報と
関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスするステップ、
（ｃ）　選択された位置に基づく情報に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく情報を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に、列
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のデジタル表示器の間で順番に交替で表示するステップ、からなることを特徴とする方法
が提供される。
【００２４】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく広告を表示する方法であって
、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とに関連するス
ケジューリング情報を持った、位置に基づく情報を選択するために、位置に基づく情報と
関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスするステップ、
（ｃ）　選択された位置に基づく広告に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく情報を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示
するステップ、
（ｄ）　選択された広告を見ている乗客に関する分析データを収集し、保存するステップ
、
（ｅ）　収集され又は保存された分析データを広告主に伝送するステップ、からなること
を特徴とする方法が提供される。
【００２５】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく広告を表示する方法であって
、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　選択された広告を観覧している乗客に関する分析データを、デジタル表示器と関
連する１つ又はそれ以上のデジタルカメラによって収集するステップと、
（ｃ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とに関連するス
ケジューリング情報を持った、位置に基づく広告を選択するために、位置に基づく情報と
関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスするステップ、
（ｄ）　選択された位置に基づく広告に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく広告を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示
するステップ、からなることを特徴とする方法が提供される。
【００２６】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく広告を表示する方法であって
、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　デジタル表示器の近くにいる乗客に関する分析データを、デジタル表示器と乗客
の携帯装置間の直接又は間接的無線伝送によって、乗客の携帯装置から収集するステップ
、
（ｃ）　輸送車両の現在の地理的位置と、携帯装置から収集した乗客の情報と、オプショ
ンによっては現在時刻とに関連するスケジューリング情報を持った、位置に基づく広告を
選択するために、位置に基づく情報と関連するスケジューリング情報と、を含むデータベ
ースにアクセスするステップ、
（ｄ）　選択された位置に基づく広告に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく広告を１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示す
るステップ、からなることを特徴とする方法が提供される。
【００２７】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された１つ又はそれ以上のデジタル表示
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器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく情報を表示する方法であって、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とに関連するス
ケジューリング情報を持った、位置に基づく情報を選択するために、位置に基づく情報と
関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスするステップ、
（ｃ）　選択された位置に基づく情報に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく情報を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に、列
のデジタル表示器の間で順番に交替で表示するステップ、
（ｄ）　乗客に、乗客と表示器間の直接又は間接的交信を通して、位置に基づく情報によ
ってもたらされる補足情報を得ることを可能にすることを特徴とする方法が提供される。
【００２８】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に、輸送車両の乗客によって観覧できる、位置に基づく情報を表示する方法であって
、
（ａ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｂ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とに関連するス
ケジューリング情報を持った、位置に基づく情報を選択するために、位置に基づく情報と
関連するスケジューリング情報と、を含むデータベースにアクセスするステップ、
（ｃ）　選択された位置に基づく情報に関連するスケジューリング情報によって決まる特
定の時間に、選択された位置に基づく情報を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に、列
のデジタル表示器の間で順番に交替で表示するステップ、
（ｄ）　乗客に、ＰＯＳ（販売時点管理）によって、位置に基づく情報の対象である商品
又はサービスを購入できるよう、デジタル表示器との交信を可能にすることを特徴とする
方法が提供される。
【００２９】
　この発明の更に別の態様では、輸送車両に設置された、１つ又はそれ以上のデジタル表
示器に表示される、輸送車両の乗客が観覧できる広告を、広告主が選択できるようにする
方法であって、
（ａ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示することのできる、複数の保存された
広告（各保存された広告は地理的位置と時間に関する関連情報を持つ）を含む中央メディ
アデータベースを提供するステップ、
（ｂ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを判定するス
テップ、
（ｃ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻とを中央メディ
アデータベースへ伝送するステップ、
（ｄ）　輸送車両の現在の地理的位置と、オプションによっては現在時刻に対応する関連
情報を持つ、保存された広告の１つを選択するステップ、
（ｅ）　選択された広告を、輸送車両に設置されたローカルメディアデータベースへ伝送
するステップ、
（ｆ）　選択された広告を、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示するステップ、か
らなることを特徴とする方法が提供される。
【００３０】
　この発明の実施態様は、添付図面を参照して例示としてのみ記載される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】は、車両内の窓の上方に長手方向に設置された、連続した帯状部としてのデジタ
ル表示器の列を有する、輸送車両の３面断面図である。
【００３２】
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【図２】は、車両内の窓の上方に長手方向に設置された、連続した帯状部としてのデジタ
ル表示器の列を有する、輸送車両の部分断面図である。
【００３３】
【図３】は、この発明に用いられるデジタル表示器の好ましい形の３面図であり、（Ａ）
（Ｂ）（Ｃ）は各々、正面図、側面図、上面図である。
【図４】は、この発明に用いられるデジタル表示器の好ましい形の斜視図である。
【図５】は、この発明に用いられるデジタル表示器の好ましい形の斜視図である。
【図６】は、この発明に用いられるデジタル表示器の好ましい形の斜視図である。
【００３４】
【図７】は、時間と共に変わる広告を表示するデジタル表示器の列を有する、輸送車両の
断面図である。
【図８】は、時間と共に変わる広告を表示するデジタル表示器の列を有する、輸送車両の
断面図である。
【図９】は、時間と共に変わる広告を表示するデジタル表示器の列を有する、輸送車両の
断面図である。
【００３５】
【図１０】は、この発明のシステム用の、広告スケジューリングのアルゴリズムを示す図
である。
【００３６】
【図１１】は、この発明のシステム用の、分析データ収集用のデジタルカメラを有するデ
ジタル表示器を利用する広告スケジューリングのアルゴリズムを示す図である。
【００３７】
【図１２】は、この発明のシステム用の、顧客に基づいたスケジューリングプロセスの概
略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　例えばバス、路面電車、路面軌道、軽量軌道、地下鉄、鉄道などの公共交通車両（輸送
車両ともいう）を広告のプラットフォームとして使うことは、よく知られている。しかし
ながら、この広告形態は、多くの点で非効率である。例えば、輸送車両における広告内容
は、現在使われている静止広告（典型的にはポリマーやプラスチック基材に印刷されてお
り、使用後は保管するか又は処分せねばならない）を人手で交換するために輸送車両を実
使用から外すことなしには変更できず、輸送車両の編成に対しては大きな保管スペース、
又は日常的に大量の廃棄物処分を必要とする。更に、輸送車両内で現在表示されている広
告は、輸送車両内での位置という観点からも、輸送車両の地理的位置という観点からも静
止している。
【００３９】
　これに対して本発明は、輸送車両内のデジタル表示器に、輸送車両内の乗客が観覧でき
る広告（ここで表示される広告内容は、現在時刻と輸送車両の地理的位置に基づいて選択
される）を供給するシステムを提供することにより、これらのよく知られた問題の解決を
もたらす。オプションによっては、広告は、選択された広告を観覧できる乗客数と、与え
られた時間に車両内全体に表示できる広告数を最大化するために、輸送車両内のデジタル
表示器の列にわたって循環表示される。
【００４０】
　最も基本的な形として、この発明の第一の態様では、輸送車両における位置に基づく広
告提供システムであって、
（ａ）　輸送車両に設置され、輸送車両の乗客が観覧できる、位置に基づく広告を表示可
能な、１つ又はそれ以上のデジタル表示器、
（ｂ）　１つ又はそれ以上のデジタル表示器で表示される情報を制御するメディアプレー
ヤ、
（ｃ）　輸送車両に設置され、輸送車両の地理的位置をメディアプレーヤへ伝える位置検
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知装置、を有し、
　メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示されるべき、車両の地
理的位置によって決まる、位置に基づく広告を選択することを特徴とする、輸送車両にお
ける位置に基づく広告提供システムが提供される。
【００４１】
　このシステムは、以下に詳述するように、オプションによっては、記憶装置、中央コン
トロールシステムへの送受信能力、分析機能、乗客との交信機能を含む構成要素を更に有
する。
【００４２】
　この発明の更に別の態様では、上記システムにおいて、更に下記の何れか１つ若しくは
それ以上を含むシステムが提供される。
（ａ）　前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器の各々が、該１つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器を観覧している乗客に関する分析データを収集するための、１つ又はそれ以上の
デジタルカメラを有し、収集された分析データは収集されて広告主へ提供される。
（ｂ）　前記１つ又はそれ以上のデジタル表示器の各々が、該１つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器を観覧している乗客に関する分析データを収集するための、１つ又はそれ以上の
デジタルカメラを有し、収集された分析データは、更に、該１つ又はそれ以上のデジタル
表示器で表示されるべき、デジタル表示器を観覧している、又はデジタル表示器の観覧範
囲内にいる乗客に基づいた広告を選択するために利用される。
（ｃ）　広告の内容とスケジューリングを更新できるリモートコントロールセンタを含み
、該リモートコントロールセンタは、無線通信によって、輸送車両にあるメディアプレー
ヤと交信する。
【００４３】
　この発明のシステムが使われる輸送車両は、人々が輸送されるどんなタイプの車両でも
よい。このシステムの好ましい使用は、例えばバス、路面電車、地下鉄、軽量軌道列車（
ＬＲＴ）、通勤列車などの大量輸送車両においてであるが、このシステムは、タクシーや
レンタカーでも使用できる。
【００４４】
　このシステムは、主として、位置に基づく広告を輸送車両内の乗客に提供することに向
けられたものであるが、このシステムはまた、同じ又は第二のメディアプレーヤにより制
御される外部デジタル表示器によって、位置に基づく広告を、輸送車両外に同様にして提
供することに用いることもできる。
【００４５】
　このシステムに複数のデジタル表示器が使われた場合、表示器は、各表示器が個別に制
御されるよりは、一つのメディアプレーヤにより集中制御されて、表示器のネットワーク
又は列を形成することが、必須ではないにせよ望ましい。中央コントローラを使用すると
、各表示器が自身のメディアプレーヤを必要としなくなるので、コストと車両内のシステ
ムの複雑さを共に削減できる。中央コントローラの使用はまた、表示器のネットワーク又
は列全体に表示される広告の協調を可能にしている。
【００４６】
　デジタル表示器は、デジタルコンテンツを表示できる、どんな種類のスクリーンでもよ
い。好ましくは、表示器は、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード
）、ＬＣＤ（液晶表示器）、又はプラズマ表示器の何れかの形をとるであろう。このシス
テムには、どんな大きさの表示器でも使用できるが、理想的には輸送車両の従来の広告ス
ペース、通常、車両の長さにわたって窓の上方に続くスペース、また輸送車両内の壁又は
間仕切りの利用できるスペースに設置される大きさである。例えば、表示器は、大体の大
きさが、７０インチの長さと１１インチの幅と２インチの奥行きを有する平らなスクリー
ン、又は７０インチの長さと１１インチの幅と、４インチの奥行きを有する大きさの凹形
のスクリーンであり、車両の窓の上方のスペースに用いられる標準的な広告サイズに近づ
けてある。
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【００４７】
　車両の長さにわたって窓の上方に続く従来の広告スペースに設置されるデジタル表示器
としては、デジタル表示器のスクリーンは平らなスクリーンでも、曲がったスクリーンで
もよい。デジタル表示器はまた、車両の天井、シートの背面を含む、車両内の従来使われ
なかった場所にも設置できる。
【００４８】
　デジタル表示器のオプション機能としては、防護ガラス（例えばＣＯＲＮＩＮＧ（登録
商標）　ＧＯＲＩＬＬＡ（登録商標）　ガラス）、落書防止フィルム、自動立体三次元表
示、バックライト、車両内とアプリケーション（表示内容）の環境条件に基づき、表示器
の輝度を調整する自動調光機能、ＮＦＣ（近接場型無線通信）又は関連インタフェース、
デジタルカメラがある。
【００４９】
　デジタル表示器内に含ませたデジタルカメラは、第一に分析機能における利用を意図し
ているが、デジタルカメラのオプション使用としては、輸送機関の所有者又は地方自治体
当局が緊急事態時に、カメラ、及び／又は全てのデジタル表示のコントロールを得ること
を可能にする。このことは、当局が、デジタルカメラを介して各輸送車両の緊急事態を監
視し、またデジタル表示器を介して輸送車両の乗客と交信することを可能にする。実用的
ではなく、且つ乗客に望まれていないが、輸送車両内の１つ又はそれ以上のデジタル表示
器に、緊急事態の間、当局と乗客との更なる交信手段を提供するためのスピーカ及び／又
はマイクを配備できる。
【００５０】
　デジタル表示器自体は、一つの長い表示器の外観を呈するように連続した帯状部として
配置でき、又は、別々のユニットとしても配置できる。コンテンツを表示する用途に加え
て、デジタル表示器は、既存の照明（一般的には蛍光灯と関連する安定器）を置換して、
エネルギー消費と車両の全編隊にわたる保守及び付帯廃棄物処理コストとを削減するため
に、オプションとしてＬＥＤの光の帯を備え得る。これに加えて、又は代替として、緊急
目的のために、バスに設置したバックアップ電池により、デジタル表示器とは独立して電
力供給される、デジタル表示器に関連するＬＥＤの帯を使用できる。
【００５１】
　デジタル表示器は、この発明の様々な態様のシステムに組み込むことができる。例えば
、各デジタル表示器は、同一の広告を同時に表示し、又は異なる複数の広告を表示するよ
うにできる。この後者のオプションは、デジタル表示器を車両の長さにわたって窓の上方
に続く帯状部に配置することを検討する場合に、特に有用である。複数の広告を表示でき
る、延長された長さのデジタル表示器の使用により、車両１台あたりに必要なデジタル表
示器の数を削減できる。加えて、広告のサイズも特定の長さに制限する必要がない。更に
、広告を一つの表示器上で静止し続けるのでなく、最新の輸送車両における広告で要求さ
れるように、輸送車両にわたって循環するようスケジュールできる。
【００５２】
　デジタル表示器は、広告内容の表示機能に加えて、分析機能、乗客との交信機能、及び
携帯装置又はＰＯＳサービスとの直接又は間接的交信機能を含む各種付加機能と関連付け
ることもできる。
【００５３】
　デジタル表示器で使われるか、又はそれと関連する分析機能上の特徴は、顔分析ソフト
ウェア（例えばＩＮＴＥＬ（登録商標）　ＡＩＭ　（Ａｕｄｉｅｎｃｅ　Ｉｍｐｒｅｓｓ
ｉｏｎ　Ｍｅｔｒｉｃｓ）　Ｓｕｉｔｅ）に使われる、１つ又はそれ以上のデジタルカメ
ラを含んでいる。広告を観覧している乗客に関する情報は、分析機能の使用を通して収集
され、その後広告主に伝送される。オプションによっては、広告は、更なる収入源として
、その時点で特定のデジタル表示器の近くにいる乗客に対象を限定でき、広告のコストは
、時間の経過とともにデジタル表示器の近くにいる乗客の数に関連付けできる。乗客が広
告に払う注意の程度から特定の広告の有効性を評価するために、情報が広告主により収集
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される。更に広告主は、広告の内容自体を洗練するために分析機能を利用できる。
【００５４】
　デジタル表示器に分析機能の構成要素を含ませることにより、特定の地理的位置や時刻
において表示される広告は、今広告を観覧している乗客、及び／又は特定のデジタル表示
器の視聴範囲内の乗客に基づいて、更に対象を限定できる。このように、例えば特定のデ
ジタル表示器を観覧している乗客の過半数が女性であれば、その特定の表示器で表示され
る広告は、男性に対象を絞ったものとは対照的に、女性に対象を絞ったものにバイアスで
きる。更に分析ソフトウェアが、特定のデジタル表示器の視聴範囲内に乗客がいるが、表
示されている広告に注意を払っていない、又は時間とともに注意を払わなくなったと判定
した場合、乗客の注意を引くため、又は再度注意を引くために、替わりの広告が選択表示
される。
【００５５】
　特定の地理的位置や時刻において表示される広告は、更に乗客の携帯装置との交信を通
して、特定のデジタル表示器の視聴範囲内の乗客に基づいて、対象を限定できる。輸送車
両（輸送システム全般を対象とする）内の表示器近傍における、携帯装置とデジタル表示
器間の直接又は間接的交信を可能にする適切なアプリケーションを自分の携帯装置に組み
込んだ乗客に対しては、該乗客により選択された情報開示に対する好みに従って、携帯装
置に保存された乗客に関する情報、乗客の選択した好み、乗客のオンラインコンテンツの
観覧履歴、その他の携帯装置に保存された、又はアプリケーションによって収集された情
報を得るために、表示器は携帯装置と無線通信できる。入手した情報は、次いで、ある地
理的位置内で表示されるべき広告の更なる選択基準として、利用できる。
【００５６】
　乗客との交信機能は、例えば、タッチ可能インタフェース（例えば、タッチスクリーン
表示器）、無線インタフェース（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）　８０２．１１　ｂ／
ｇ／ｎ／ａｃ、ブルートゥース（登録商標）、近接場型無線通信（ＮＦＣ）、又はその他
の無線技術）、及び／又は表示器と携帯装置間の直接又は間接的交信のための関連するイ
ンタフェースの形でデジタル表示器に組み込みできる。
【００５７】
　タッチスクリーン表示器はよく知られており、輸送車両内の壁又は間仕切りに設置され
たデジタル表示器又はシート背面の表示器に（これらの表示器は乗客が容易にスクリーン
に物理的にタッチできるので）より適している。タッチスクリーン表示器を使用すると、
例えば特定の広告に関する更なる情報を得るための、乗客と表示されている広告との交信
が可能になる。タッチスクリーンは、例えば広告される製品やサービスについての補足情
報、拡大又は代替画像、ビデオ、を表示するのに使用できる。更にタッチスクリーンを使
用すると、乗客が表示された広告についてフィードバックすること、及び乗客が意見投票
（ｐｏｌｌ）又は調査を受けることが可能になる。デジタル表示器内にＷｉ－Ｆｉ（登録
商標）、ブルートゥース（登録商標）、近接場型無線通信、又は類似の技術などの無線イ
ンタフェース技術を組み込んであると、表示される広告の近くにいてスマートフォン又は
類似の装備を持つ携帯装置を使用する乗客が、例えばウェブサイトへのリンクやクーポン
などの、広告されている製品やサービスについての更なる情報を、直接又は間接的に得る
ことが可能になする。
【００５８】
　デジタル表示器に表示された広告は、ＱＲ（クイックレスポンス）コード、ＴＡＧコー
ド、ＵＰＣ　（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｄｅ）タイプのバーコードな
ど、従来の輸送車両における広告で既に普及している、乗客との交信機能用のコードをも
組み込みでき、これらのコードは、例えばウェブサイトへのリンク、店の位置の情報、ダ
ウンロード可能なクーポンのような、広告される製品やサービスについての更なる情報を
提供するために、乗客のスマートフォン又は類似携帯装置を使ってスキャンできることが
理解されよう。
【００５９】
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　更に、デジタル表示器内にＷｉ－Ｆｉ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、近
接場型無線通信、又は類似の技術などの、無線インタフェース技術を組み込んでおくと、
表示される広告内容に関するＰＯＳサービスを促進するために、利用できる。広告を観覧
している乗客は、ＰＯＳ機能を使って、彼らの携帯装置から表示された広告を通して購入
の申し込みができる。ＰＯＳサービスの使用は、更に広告主が選択した時間又は位置にお
ける限定タイムセール、乃至特定数の数量限定セールを可能にする。ＰＯＳサービスはま
た、乗客が輸送車両において広告を観覧している間に買う気を起させ、このことは、物理
的な場所（例えば、店）で得られる物品やサービスを提供している広告主が、その物理的
な場所へ物品やサービスを購入させるために乗客を引き寄せるのに役立つ。
【００６０】
　この発明の好ましいシステムに使われるメディアプレーヤは、或る特定の広告が、或る
特定の輸送車両内の或る特定のデジタル表示器において、何時表示されるかを制御するよ
う、構成されている。従って、メディアプレーヤは、１つ又はそれ以上の中央処理装置（
ＣＰＵ）、記憶手段、広告内容と分析データ（もし設置されたシステムが分析データを収
集できる場合）の両方のための保存メディア（例えばハードディスク）、グラフィックプ
ロセッサ、内部クロック、与えられた時間の輸送車両の現在の地理的位置を判定する手段
（与えられた時刻の車両の地理的位置をメディアプレーヤへ供給する、例えばＧＰＳ（全
地球測位システム）、又は関連するか代替的な測位システム）を有する。好ましくは、メ
ディアプレーヤは、輸送車両内の複数のデジタル表示器を制御できる。メディアプレーヤ
はまた、メディアデータベースの内容と広告スケジューリングを更新する手段に関連付け
られている。好ましくは、この手段は、中央コントロールセンタへの無線インタフェース
（例えばＷｉ－Ｆｉ（登録商標）　８０２．１１　ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ、携帯電話のインタ
フェース、ブルートゥース（登録商標）、衛星、その他の無線技術）により提供されるが
、また、車両のメディア装置上のメディアデータベースを物理的に置換するか、又は、例
えばＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）キー又は類似の手段からのデータ転送によ
り、データベースの内容を更新することにより、手動でも提供できる。
【００６１】
　各デジタル表示器は、メディアプレーヤに動作可能なように接続され、その場合各デジ
タル表示器は、データ伝送に適した接続を通してメディアプレーヤに直接接続されるか、
又は、第一のデジタル表示器がメディアプレーヤに接続され、残りのデジタル表示器は第
一のデジタル表示器へ相互接続される構成によりメディアプレーヤに間接的に接続される
。
【００６２】
　この発明の好ましいシステムは、メディアプレーヤに加えて、広告内容とそのスケジュ
ーリングが輸送車両の全編隊にわたって手動で更新されるのではなく、リアルタイムで無
線ネットワークを通して１つ又はそれ以上のデジタル表示器に表示される広告を一括して
制御する中央サーバを有するリモートコントロールセンタを含む。中央サーバは、輸送車
両で現在表示されている複数の広告及び、広告主に望まれれば再度流すようスケジュール
される古い広告を保存するリモートメディアデータベースを保有できる。輸送車両に設置
されたローカルメディアデータベースの場合、リモートメディアデータベースは、各広告
に関連する最新のスケジューリング情報も保存できる。
【００６３】
　この発明の好ましいシステムが、輸送車両に表示される広告を遠隔的に且つリアルタイ
ムで更新する能力を有する結果、このシステムは、何らかのアナウンスを表示するために
広告表示スケジュールを中断することによって、各デジタル表示器に、又はデジタル表示
器の列の全部又は一部にわたってスクロールすることで、公共情報、緊急の更新、又は安
全情報を乗客に提供できる。例えばデジタル表示器の連続した列が使用されている場合、
表示される内容はデジタル表示器の列にわたって連続してスクロールできる。その代わり
に、乗客に対する他のメッセージの表示スペースを提供するために、現在表示されている
広告のサイズを一時的に縮小することもできる。同様に、輸送車両内の選択されたデジタ
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ル表示器を、広告の代わりに、スポーツのスコアや株価を含む最新ニュースを表示するた
めに、使用できる。
【００６４】
　この発明のシステムの別の態様としては、輸送車両内に設置されたメディアプレーヤが
、デジタル表示器に表示される広告のみを制御するのに対し、中央サーバは、連続して又
は一定時間間隔をおいて中央サーバに伝送される車両の地理的位置に基づいて、特定の輸
送車両にどの広告を表示するか遠隔的に選択する。しかしながら、この態様では輸送車両
と中央サーバ間の通信が中断された場合は、広告内容を更新できない。
【００６５】
　この発明の好ましいシステムが図面を参照して詳しく以下に説明される。
【００６６】
　第１図は、例えば地下鉄車両のような輸送車両１００の３面断面図であり、複数個のデ
ジタル表示器１０４の列、即ち帯状部１０２が車両１００の長手方向にわたって窓１０６
及び／又はドア１０８の上方に設置されている。その代わりに、列１０２が、隙間１１０
によって離隔されている一連のデジタル表示器１０４を有することもできる。列１０２に
加えて、壁表示１１２を車両内に設置することもできる。
【００６７】
　第２図の輸送車両１００の部分断面図に示すように、列１０２のデジタル表示器１０４
は、例えばＧＰＳ装置のような位置測位装置２０２とクロック２０４との通信を通して、
デジタル表示器１０４に表示される広告を制御するメディアプレーヤ２００に接続されて
いる。広告自体は、ローカルメディアデータベース２０６に保存される。好ましいオプシ
ョンの態様において、メディアプレーヤ２００は、送信器２０８を通して、中央サーバ２
１２とリモートメディアデータベース２１４を含む、コントロールセンタ２１０と無線交
信する。コントロールセンタ２１０の使用は、メディアと広告内容が遠隔的に更新又は制
御されることを可能にしており、従って各車両上のローカルメディアデータベース２０６
のコンテンツとスケジューリングパラメータを、個別に更新する必要をなくしている。
【００６８】
　第３図は、この発明に用いられる好ましいデジタル表示器の３面図であるが、実際の表
示器のサイズは、輸送車両の設計や広告の流行によって変わり得る。第３（Ａ）図はデジ
タル表示器１０４の正面図を表わす。好ましい態様において、デジタル表示器は７１イン
チで、７０インチの長さと１１インチの高さを有し、これは輸送車両内で現在よく用いら
れている二つの隣接する広告の標準サイズである。第３（Ｂ）図はデジタル表示器１０４
の側面図であり、表示器が凹面であることを表わす。好ましい態様において、観覧領域の
高さは１１インチで、表示器の全高は１２インチである。第３（Ｃ）図は凹面の表示器１
０４の上面図であり、好ましい態様においては、全奥行きが約４インチである。平面の表
示器１０４を使用すれば、より少ない全奥行きとなる。
【００６９】
　第４、５，６図は、凹面のデジタル表示器１０４の斜視図である。第４図に示すように
、該表示器の特徴は、好ましくはオプションであるが、分析データの収集に使われる１つ
又はそれ以上のデジタルカメラ３００、ＮＦＣ（近接場型無線通信）タッチポイント３０
２、減光／自動調光センサー３０４を含む。第５図に描かれているように、隣接する表示
器１０４は、乗客には継ぎ目３０６の無いように見えるよう、大半の標準タイプの表示器
の標準であるフレームを無くして、互いに接合するよう設計できる。第６図に示すように
、隣接する表示器のスクリーンの接続を容易にするため、固定コネクタ３０８とスクリー
ンメディアコネクタ３１０（これは表示器間でデータ伝送ができればどんな適当なコネク
タであってもよい）が、表示器の端部に取り付けられる。コネクタ３０８と３１０は、も
う一つの方法として、表示器の背面に取り付けられてもよい。デジタル表示器１０４の代
わりの態様は、スクリーンメディアコネクタ３１０を含まず、その代わり、表示される情
報は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）　８０２．１１　ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ、ブルートゥース（登
録商標）、又はその他の無線技術などの無線技術手段により表示器１０４に伝送される。
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この代わりの態様の場合、表示器１０４は、このような無線伝送を受信するための適切な
受信機、その他のハードウェア構成要素を含む。列１０２をなす表示器１０４が、継ぎ目
の無いように見えるやり方で接続された時、広告は静止した位置に留まらず、列１０２に
沿って移動できる。
【００７０】
　第７、８、９図は、時間と共に変わる広告を表示する個別の表示器１０４の列１０２を
備える輸送車両１００の断面図である。第７図に描かれているように、最初の時点では、
列１０２は、輸送車両１００内の５個の個別の表示器１０４に、第１広告Ａｄ１から第５
広告Ａｄ５までをこの順に表示する。第８図は、経路に沿って進んだ同じ輸送車両１００
の断面図が描かれている。時間の経過と、車両の現在の地理的位置に基づいて、各々、第
１広告Ａｄ１から第５広告Ａｄ５がこの順に表示されていたデジタル表示器１０４は、輸
送車両１００の乗客が車両に乗車している間、異なる広告を観覧できるよう、第４広告Ａ
ｄ４、第５広告Ａｄ５、第１広告Ａｄ１、第２広告Ａｄ２、第３広告Ａｄ３がこの順に表
示されるように変更される。第９図は、経路に沿って更に進んだ同じ輸送車両１００が描
かれている。更なる時間の経過と、車両の新しい現在位置に基づいて、第１広告Ａｄ１か
ら第４広告Ａｄ４の各々が表示されていたデジタル表示器１０４の表示位置は、列１０２
上で再び変更される。第５広告Ａｄ５は、第５広告Ａｄ５が関連する地理的位置が、経路
に沿って進んだ輸送車両１００の地理的位置と最早合致しないので、第６広告Ａｄ６によ
り置換される。
【００７１】
　第１０図は、この発明の好ましいシステムに使用できる、広告スケジューリングのアル
ゴリズムを示す図である。輸送車両１００が経路に沿って進行するに従い、メディアプレ
ーヤ２００は、車両の現在の地理的位置をＧＰＳ（２０２）から伝送される（ステップ５
００）。メディアプレーヤ２００はまた、クロック２０４（メディアプレーヤ２００内に
一体化された装置、又はコントロールセンタ２１０内の装置、又は車両内の別途の装置と
して）から現在時刻を受け取る（ステップ５０２）。その後メディアプレーヤ２００は、
広告データベース（輸送車両上に設置されたローカルデータベース２０６、又はコントロ
ールセンタ２１０に設置されたリモートデータベース２１４）にアドバイスを求めて、車
両の現在位置と時刻を各広告に関連した対応する基準と比較することによって、表示され
るべき広告を選択する（ステップ５０４）。次にメディアプレーヤ２００は、広告データ
ベース５０４から広告が選択された後、その広告が、現在時刻と車両の現在位置内にある
間、表示されるようスケジュールされていた広告であることを確認する（ステップ５０６
、ステップ５０８）。もし現在時刻と位置が、広告に関連した、対応する時刻と位置基準
の許容範囲内であれば、メディアプレーヤ２００は、車両１００内の、１つ又はそれ以上
のデジタル表示器１０４に、スケジュールに従って広告を表示させる（ステップ５１０）
。しかしながら、もし現在時刻と位置が、広告に関連した対応する時刻と位置基準の許容
範囲外であれば、メディアプレーヤ２００は、車両１００内の１つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器１０４に広告を表示させず（ステップ５１２）、メディアプレーヤ２００は、新
しい広告を選択する（ステップ５０４）。
【００７２】
　スケジューリングは、オプションとして、分析データを全く収集しない、又は全ての表
示される広告について分析データを収集するのでなく、或る特定の広告が表示された時に
のみ、分析データを収集する場合を更に含む。
　第１１図に示すように、データベース２０６又は２１４から広告を入手し（ステップ５
０４）、現在時刻と位置に表示されるようスケジュールされていることを確認（ステップ
５０６、ステップ５０８）した後、メディアプレーヤ２００は、広告が表示されている間
、分析データを収集すべきかを判定するために、スケジューリング情報にアクセスする（
ステップ５１４）。もし分析がスケジュールされていなければ、単に広告が表示される（
ステップ５１０）。もし分析がスケジュールされていれば、分析データ収集が開始され（
ステップ５１６）た後、広告が表示される（ステップ５１０）。この方法を更に繰り返し
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た後で、新しい広告が表示された時、前の広告に関する分析データ収集が中止される。
【００７３】
　或る広告が選択され、そして選択された広告が一定時間デジタル表示器１０４に表示さ
れた後、シーケンス（第１０図乃至第１１図に示す、ステップ５００乃至５１０からなる
シーケンス）を再開し繰り返すことによって、広告がリフレッシュされる。このシーケン
スは、輸送車両内の各デジタル表示器について、広告毎の初めに設定された実行時間、又
は広告主が選んだ実行時間に基づき、同時に又はスタガされて（即ち、異なるデジタル表
示器１０４が特定の広告を異なる時間に表示する）繰り返される。更に、各デジタル表示
器１０４は、与えられた時刻に異なる広告を見せる、異なるスケジュールを保有でき、ま
たその代わりに一群のデジタル表示器１０４が、同時に同じ広告を表示できる。
【００７４】
　第１０図と第１１図に描かれたアルゴリズム又はシーケンスに従って、位置に基づく又
は対象を絞った広告を表示するのに加えて、デジタル表示器１０４はまた、初めに設定さ
れた位置に基づかない又は対象を絞らない広告を、位置に基づく又は対象を絞った広告に
加えて、又はその代わりに表示できる。
【００７５】
　輸送車両１００において、位置に基づく広告内容を提供する、上記した好ましいシステ
ムを提供するのに加えて、この発明の更に好ましい態様は、輸送車両１００において広告
を提供する方法を提供することであり、表示するために選択された広告が、車両１００の
現在の地理的位置に基づくことを特徴とする方法である。
【００７６】
　第１０図と第１１図を参照すると、輸送車両のデジタル表示器１０４に広告を表示する
方法は、
（ａ）　現在時刻と輸送車両１００の現在の地理的位置を判定するステップ（５０２、５
０４）、
（ｂ）　関連するスケジューリング情報が、現在時刻と輸送車両の現在の地理的位置に対
応する広告を選択するために、広告のデータベース２０６又は２１４と、関連するスケジ
ューリング情報にアクセスし確認するステップ（５０４、５０６、５０８）、
（ｃ）　選択された広告を、輸送車両１００内の１つ又はそれ以上のデジタル表示器１０
４に、データベース２０６又は２１４から得たスケジューリング情報によって決まる特定
の時間だけ表示するステップ（５１０）、
（ｄ）　特定の時間経過後、上記（ａ）から（ｃ）迄を繰り返す、
　を含む。
【００７７】
　この発明の好ましい方法は、オプションのステップとして
（ａ）　輸送車両１００内の異なるデジタル表示器１０４に特定の時間、輸送車両１００
内で、デジタル表示器の列１０２内に表示される広告の位置が循環移動するように、選択
された広告を表示するステップ第７図、第８第９図と、関連する記述を参照）、
（ｂ）　デジタル表示器１０４の１つに表示された広告を観覧している、輸送車両１００
の乗客に関する分析データを収集し、オプションによっては保存し、次いで、収集及び／
又は保存された分析データを、広告主に伝送するステップ、
（ｃ）　１つのデジタル表示器１０４に表示された広告を観覧している、輸送車両１００
の乗客に関する分析データを、デジタル表示器１０４に表示される広告を選択するための
更なる選択基準として使用するステップ、
（ｄ）　１つのデジタル表示器１０４の近くにいる輸送車両１００の乗客に関する分析デ
ータを、乗客の携帯装置に保存された乗客情報の伝送を通して収集し、収集された分析デ
ータを、デジタル表示器１０４に表示される広告を選択するための更なる選択基準として
、使用するステップ、
　を含む。
【００７８】
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　この発明の更に別の態様は、顧客である広告主が、リモートコントロールセンタ２１０
を介して、１つ又はそれ以上の輸送車両に表示される広告をスケジュールできるようにす
る方法であって、
（ａ）　広告主が、保存された広告を含む中央メディアデータベース２１４にアクセスで
きるようにするステップ、
（ｂ）　現在の地理的地域と時間範囲に対応する保存された各広告の基準に関連付け、基
準を中央メディアデータベース２１４へ保存するステップ、
（ｃ）　保存された広告と関連する基準を、輸送車両１００上のローカルメディアデータ
ベース２０６へ伝送するステップ、
（ｄ）　輸送車両１００の現在の地理的位置と時刻を判定するステップ、
（ｅ）　ローカルメディアデータベース２０６から、その関連する基準が輸送車両１００
の現在位置と時刻に対応する広告を選択するステップ、
（ｆ）　選択された広告を、輸送車両１００が経路に沿って進行中に輸送車両１００内に
設置された１つ又はそれ以上のデジタル表示器１０４に表示するステップ、
　を含む。
【００７９】
　第１２図は、この発明の好ましいシステムに使用できる、顧客に基づいたスケジューリ
ングプロセスの概略図である。最初に顧客（又は輸送車両や輸送車両の編成の広告を管理
する代理店）が、例えばウェブページ、アプリ、又はその他のコンピュータインタフェー
スを通してコントロールセンタ２１０へアクセスする（ステップ６００）。次いで顧客は
、日付、時刻、位置（１つ又はそれ以上の輸送ルート又は輸送車両が進行する地理的地域
の一部）、広告が表示される時間及び／又は頻度を選択する（ステップ６０２）。これら
のスケジューリングパラメータは、処理のためメインサーバへ送られ（ステップ６０３）
、次いでコントロールセンタは、要求されたスケジューリングパラメータが得られるか判
定する（ステップ６０４）。もし広告スペースが得られる（ステップ６０６）ならば、広
告はスケジューリングパラメータ通り予約され、顧客はメディアデータベース２１４に既
に保存された広告を選択するか、又は顧客は新しい広告を中央メディアデータベース２１
４にアップロードする（ステップ６０８）。もう一つの方法として、もし広告が事前に準
備されていない場合、顧客は、ウェブページ、アプリ、又はコントロールセンタ２１０へ
アクセスするために使われる、その他のコンピュータインタフェースを通して、広告を準
備する。
　もし要求されたスケジューリングパラメータを得られなかった場合、コントロールセン
タは代替パラメータを顧客へ送り（ステップ６１４）、顧客はそれを受け入れるか、又は
拒否する（ステップ６１６）。もし要求されたスケジューリングパラメータが受け入れら
れた場合、要求はスケジューリングのためにメインサーバへ送られ（ステップ６０３）、
もし要求されたスケジューリングパラメータが受け入れられなかった場合、顧客は新しい
パラメータを入力できる（ステップ６０２）。広告がスケジュールされ、リモートメディ
アデータベース２１４にアップロード乃至保存された（ステップ６０８）後、広告は、広
告を表示するよう選択された輸送車両１００内の、１つ又はそれ以上のローカルメディア
データベース２０６へ伝送される（ステップ６１０）。輸送車両１００の適切な時刻及び
／又は地理的位置において、広告が、１つ又はそれ以上のデジタル表示器１０４に表示さ
れる（ステップ６１２）。
【００８０】
　この発明の好ましいシステム及び方法が、ここに記載される様々な実施態様を非限定的
に記載した、以下の実施例に説明されている。当業者にとっては、システムの様々な変更
（例えば、デジタル表示器の特質、サイズ、解像度や、各種構成部品のタイプや型（例え
ばサーバのプロセッサ、ビデオカード、メモリータイプ、データベースの大きさ、無線技
術の規格などの変更）を、この発明の好ましいシステムを使用する際、その意図の範囲か
ら離れずにできることが、明白であろう。
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［実施例１－位置に基づく広告システムの、輸送車両の全編隊内への設置］
【００８１】
　公共交通局は、そのバスの全編隊に、この発明の好ましいシステムを装備する。各バス
内にはメディアプレーヤと２列のデジタル表示器（各列は、バスの長さの過半にわたって
両側面の窓の上方に設置される、個別のデジタル表示器の連続した帯状部を有し）、その
表示される内容は、メディアプレーヤによって制御される。各バス上のメディアプレーヤ
は、公共交通局の本部近くに設置されるリモートコントロールセンタと、無線により交信
する。
【００８２】
　編隊中の長さ４０フィートのバスでは、６つのＬＥＤ表示器から成るデジタル表示器の
各列は、７０インチの長さと１１インチの幅と２インチの奥行きを有し、１５６０×７２
０画素の解像度、と５０００：１のコントラストを有する。ＬＥＤ表示器は、バスの両側
面にわたり、継ぎ目のない帯状部、即ち１つの表示器に見えるように設置されている。各
ＬＥＤ表示器はまた、１日にわたって表示器の輝度を調整する自動調光機能を備えている
。更に列内の各ＬＥＤ表示器は、ＲＳ－２３２コマンドインタフェースコネクタによって
相互接続され、各列は順にメディアプレーヤに接続されている。
【００８３】
　バスに設置されたメディアプレーヤは、中央処理装置、ランダムアクセスメモリ、ソリ
ッドステートハードドライブ、各デジタル表示器の内容を制御するグラフィックプロセッ
サを有する。各メディアプレーヤはまた、リモートコントロールセンタと交信可能とする
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）交信機能、内部クロック、バスの現在位置を得るための、ＧＰＳ
技術を使った手段を含む。メディアプレーヤのソリッドステートハードドライブは、表示
される広告と、それらの関連するスケジューリング情報が保存された、ローカルメディア
データベースを収納している。
【００８４】
　リモートコントロールセンタは、初期設定として、バスのローカルメディアデータベー
スを、バスが毎日サービスに供される前に、広告内容と関連するスケジューリング情報が
、最新の割り当てられたルート用であることを確実にするために更新する。もし１日を通
してリモートメディアデータベースに更新を行うことができるなら、更新は無線通信によ
って、適切なバスへ伝送される。もし１日の中でバスのルートが変更されたら、リモート
コントロールセンタは、その地理的地域と時間帯に合った正しい広告がバス内の表示器で
得られることを確実にするために、無線通信によってバスのローカルメディアデータベー
スを更新する。
【００８５】
　各バスは、そのルートに沿って進行するので、メディアプレーヤは、バスに設置された
各デジタル表示器に表示される広告を、バスのローカルメディアデータベースに保存され
たスケジューリング情報に基づいて選択する。ローカルメディアデータベースは、広告を
表示できる地理的地域と、１日のうちの時刻と、広告を表示できる特定の長さの時間、広
告が表示されるバス上のデジタル表示器の数を供給する。スケジューリング基準の１つが
終了すると、例えばバスが広告の指定された地理的地域の外へ移動するか、又は、広告を
表示できる特定の時間が終了した場合、バスの現在位置と現在時刻に基づいて新しい広告
がメディアデータベースから選択される。乗客が乗車するコースにわたって、バスにおけ
る特定の広告を観覧できる乗客数を最大にするために、選択された広告は、異なるデジタ
ル表示器に、異なる時間と時間幅で表示される。
 
［実施例２－この発明の好ましいシステムと分析ソフトウェアの併用］
【００８６】
　実施例１に記述した各デジタル表示器は、ＩＮＴＥＬ（登録商標）　ＡＩＭ　Ｓｕｉｔ
ｅを使って分析データを収集するための２つのデジタルカメラを更に有する。広告主が、
バスにおける彼らの広告を観覧している乗客に関する分析データを入手したいと表明した
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場合、特定の広告がデジタル表示器の１つで表示されている時に、デジタルカメラでデー
タを収集する。広告が、列のデジタル表示器にわたって循環している時は、広告を表示し
ている各デジタル表示器を通してデータを収集するよう、要求に応じて、あるデジタル表
示器用のカメラが、動作又は停止する。収集された分析データは、メディアプレーヤによ
って保存され、特定の時間後に、広告に関連する保存された分析データは、広告主へ伝送
される。
 
［実施例３－更なる広告選択の基準としての分析ソフトウェアの使用］
【００８７】
　広告主への伝送のために分析データを収集することに加えて、実施例２記載のデジタル
カメラは、特定のデジタル表示器を観覧している、又は視聴範囲内にいる乗客に関する分
析データを収集するためにも使われる。ある地理的地域用の広告が、バス内にあるデジタ
ル表示器に表示されている広告よりも多く保存され使用可能な場合、分析データは、現在
観覧している、又は視聴範囲内にいる乗客に基づいてどの広告を表示するか選択するのに
使用できる。このように、もし分析データが、デジタル表示器の範囲内の過半の乗客が特
定のグループから来たと判定したら、その特定のグループがもっと興味を引く広告を選択
できる。この分析データは、特定のデジタル表示器の近くにいる乗客に対象を絞るよう、
特定のデジタル表示器に特定のタイプの広告を集中させるために、標準の広告循環を無効
にすることにも使用できる。
 
［実施例４－特定の時間に特定の位置へ向かう乗客に対象を絞る］
【００８８】
　都市の商業地区の中心に一軒のレストランがある。このレストランは、昼時には予約な
しの客足が多いが、夕食時には一日の労働を終えた潜在的な客は帰宅するので、客足が減
る。このレストランのオーナーは、この発明の好ましいシステムと方法を使うことによっ
て、中央コントロールセンタのリモートメディアデータベースにアクセスでき、例えば、
対象とする客が、このレストランを通過する輸送車両に乗車中の、朝と夕のラッシュアワ
ーの時間帯を入力し、輸送車両がこのレストランに近づいている時、又はその近傍にある
時に彼の広告が、表示されるようにする。このレストランのオーナーは、彼の広告の中に
、バスのデジタル表示器からスマートフォンを使ってスキャンし後にレストランで使用で
きる、その日の食事代が割引可能な、ダウンロード可能なクーポンを挿入できる。
【００８９】
　もう一つの方法として、このレストランのオーナーは、例えば輸送車両内で購買する乗
客には特売価格を提供することによりレストランの場所への客足を増やすため、広告にＰ
ＯＳサービスを利用できる。従って、後で使用するためクーポンをダウンロードするより
も、乗客は輸送車両内で彼らの携帯装置を通して、インストールされたＰＯＳソフトウェ
アを使って広告された特別価格を払う。レストランのオーナーは、販売を輸送車両内で完
了することにより、デジタル表示器上の広告を観覧している乗客が手順を最後までやり通
し、望まれた時間帯にレストランを訪れる可能性をより高くできる。
 
［実施例５－中継接続情報を提供するためのデジタル表示器の使用］
【００９０】
　ある乗客のいつもの午後の帰宅ルートは、Ｃ駅からＬ駅まで地下鉄に乗り、それから＃
８７ａのバスに乗ることを含む。地下鉄車両に入ると、乗客は座り、デジタル表示器上の
広告を観覧し始める。地下鉄がＬ駅に近づくと、表示器の最も下に通知が表れ、バスルー
ト＃８７ａに遅れが発生し、サービスの回復に半時間かかりそうと表示される。遅れを通
知された乗客は、サービスの回復を待つか、別のルートで帰宅するのかを今選択できる。
表示上のＮＦＣタグをスキャンすることにより、乗客は輸送システム用の携帯アプリをダ
ウンロードでき、このアプリは、一旦インストールされると、輸送システムについての詳
細や利用可能な代替ルートを提供する。
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【００９１】
　乗客は、代替ルートを探すより、Ｌ駅から出発するルートのバスが５分以上遅れた時に
はいつでも、その広告が地下鉄の表示器に表示されるようスケジュールされていた、Ｌ駅
のすぐ近くの、多くの店、レストラン、バーの中の１つを訪問できる。輸送システムがル
ート＃８７ａのバスの遅れを通知した時、地下鉄がＬ駅に近づくと、これらの広告が開始
される。
 
［実施例６－従来の静止広告表示をデジタル表示器に置換することによるエネルギー節約
］
【００９２】
　ある地方自治体の輸送システムは、各車両が従来の３５インチ×１１インチのスチレン
紙の広告を４０枚表示する、２，８００台の車両の編隊を運行している。１年以上の間に
、各輸送車両の広告は、１０回変更され、結果として１，１２０，０００広告／年の廃棄
が発生する。各広告は、例えば０．０２インチ又は０．０３インチというスチレン広告の
厚さによって、０．４ポンドと０．６ポンドの間の重さがある。従って、１年以上の間、
輸送車両の編隊に広告を提供すると、２２４トンから３３６トンの廃棄スチレン／年を生
ずる。輸送車両の編成を、デジタル表示器を基にしたこの発明のシステムに改良すること
により、輸送システムは、毎年これだけの廃棄物がゴミ廃棄場を埋めるのを回避できる。
【００９３】
　同じ輸送車両の編隊内で、各車両は４０本の蛍光灯と１０個の安定器を有し、各安定器
は１６ポンドの重さがある。輸送システムは、最終処分の前に水銀除去を要する年間１１
２，２００本の蛍光灯、７６乃至１１２トンの重さの９，５００乃至１４，０００個の安
定器を交換する。輸送車両の編隊をデジタル表示器を基にしたこの発明のシステムにより
改良することにより、ＬＥＤの光の帯をもたらして現存する蛍光灯を取り去ることによっ
て、輸送システムは、毎年これだけの廃棄物がごみ廃棄場を埋めるのを回避できる。
【００９４】
　ごみ廃棄場を埋める廃棄物の削減に加え、輸送システムは、蛍光灯からの切り替えのお
かげで、低エネルギー消費の利益を得る。輸送車両に使われている蛍光灯用の１個の安定
器に関連する電力消費は約３５６ワット／時間、又は３，５６０ワット／時間／車両であ
る。これに比べて、光の帯を持つＬＥＤデジタル表示器を使用すれば、約２，２８５ワッ
ト／時（７０×１インチの光の帯を持つ、２０個の７０×１１インチの表示器／車両、０
．１３６ワット／平方インチの電力消費を想定している）となり、これは蛍光灯による電
力消費の６４％である。ＯＬＥＤ表示器を使う場合、ＯＬＥＤ表示器はＬＥＤ表示器より
約２５％電力消費が少ないので、更なる省エネルギーが実現する。こうして電力消費／車
両は、約１，７１４ワット／時間まで減少し、これは蛍光灯による電力消費のわずか４８
％である。輸送システムの２，８００台の車両の編成を考えた場合、輸送車両で現在使わ
れている蛍光灯をこの発明のデジタル表示器の列で置き換えると、結果として４．６乃至
５．１５百万ワット／時間の省エネルギーになる。
【００９５】
　従って、輸送車両の編成を、この発明のデジタル表示器の列によって改良することによ
って、輸送システムは、乗客と広告主の双方の利益のために改良された広告メディアを提
供することに加え、輸送システムが生じる固体廃棄物の量／年と、車両の編隊のエネルギ
消費を減らす。
 
［実施例７－更なる広告選択基準として携帯装置との交信の使用」
【００９６】
　自分の携帯用にソフトウェアアプリケーションをダウンロードした乗客は、乗客の情報
がデジタル表示器からメディアプレーヤへ伝送された時、デジタル表示器に広告選択の更
なる基準として乗客の情報を提供するために、彼らの携帯装置が直接又は間接的にこの発
明のデジタル表示器と交信可能とすることを選択できる。乗客の携帯装置からデジタル表
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示器へ通信される乗客の情報は、乗客により選択された個人的好み、視聴者層情報、乗客
がアプリケーションに共有することを許した、携帯装置に保存された情報（例えば、オン
ラインコンテンツの観覧履歴、乗客の好むオーディオ又はビジュアルコンテンツ、又は乗
客がアプリケーションにデジタル表示器により収集し共有することを許した、その他の情
報）を含む。
【００９７】
　乗客は、例えば、輸送システム用の広告と連携した組織から供給された、又は特定の小
売店又はサービス供給者を通してソフトウェアをインストールする。乗客は次いで、乗客
がデジタル表示器と共有することを許された情報のタイプに関して、ソフトウェアに指示
する。乗客が無線交信能力を持ったデジタル表示器の近くにいる時は、デジタル表示器は
、乗客に関する情報を得るために、乗客の携帯装置と直接又は間接的に交信する。乗客情
報がデジタル表示器からメディアプレーヤへ伝送された後、メディアプレーヤは、ある地
理的地域内で表示される広告の選択を助けるために乗客の情報を使用する。
【００９８】
　更なる実施例において、乗客は、彼らの携帯装置に、ソフトウェアが乗客のウェブブラ
ウザにおけるオンライン観覧履歴に関する情報の伝送を容易にすることを可能にするソフ
トウェアをインストールする。乗客が輸送車両に入ると、デジタル表示器はその乗客の携
帯装置と交信し、その乗客の過去の観覧履歴を得る。この情報は、データを分析し、視聴
者が新しいレストラン特にメディアデータベースに保存された広告を有する、３軒のレス
トランに関するオンラインコンテンツを観覧したか、を判定するメディアプレーヤへ伝送
される。輸送車両が、各広告が表示されるよう選択された地理的位置に入ると、これらの
広告は、輸送車両内でその乗客に最も近いスクリーンにおける循環に含まれる。
【００９９】
　更なる実施例において、乗客は、その乗客の携帯装置でアクセスしたオーディオ及びビ
ジュアルメディアに関する情報の、携帯装置からデジタル表示器への伝送を促進すること
を可能にするソフトウェアを、彼らの携帯装置にインストールする。デジタル表示器から
メディアプレーヤへ情報が伝送された後、メディアプレーヤは、そのメディアプレーヤで
最も頻繁に聴取された音楽のアーティストの一人が、その日の夕方コンサート（その広告
がメディアデータベースに保存されている）を催すかを判定する。輸送車両が、広告の表
示されるようスケジュールされているコンサート会場に近づくと、乗客に近い表示器がコ
ンサートの広告を表示する。乗客は、好んでいるアーティストのコンサートの広告を観覧
して、広告に関連したＰＯＳサービスを使って、コンサートの切符の最後まで残っている
１枚を買う。輸送車両がコンサートに到着すると、乗客は輸送車両を降りてコンサートに
参加する。
【０１００】
　この発明の様々な実施態様が記述され、図解されてきたが、この発明は、ここに記述さ
れ提示された特定の形や部品の配置に限定されないことが、理解されるべきである。発明
の範囲を逸脱することなく様々な変更や修正が可能であること、またこの発明は、図面に
示され明細書に記述されたものに限定されないことは、当業者にとって明らかであろう。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　　　輸送車両
　１０２　　　デジタル表示器の列（帯状部）
　１０４　　　デジタル表示器、表示器
　１０６　　　窓
　１０８　　　ドア
　１１０　　　隙間
　１１２　　　壁表示
　２００　　　メディアプレーヤ
　２０２　　　位置測位装置



(29) JP 2015-530648 A 2015.10.15

10

　２０４　　　クロック
　２０６　　　ローカルメディアデータベース
　２０８　　　送信器
　２１０　　　コントロールセンタ、中央コントロールセンタ、リモートコントロールセ
ンタ
　２１２　　　中央サーバ、メインサーバ　２１４　　　リモートメディアデータベース
、中央メディアデータベース
　３００　　　デジタルカメラ
　３０２　　　ＮＦＣ（近接場型無線通信）タッチポイント
　３０４　　　減光／自動調光センサー
　３０６　　　継ぎ目
　３０８　　　固定コネクタ
　３１０　　　スクリーンメディアコネクタ
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(32) JP 2015-530648 A 2015.10.15

【図１１】 【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月24日(2015.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
輸送車両におけるメディア情報提供システムであって、
前記輸送車両に設置され前記輸送車両内の乗客が観覧できる、２つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器と、
メディアファイル及び前記メディアファイルの各々に関連するスケジューリング基準を保
存するメディアデータベースと、
前記メディアデータベースと前記デジタル表示器とに接続され、関連するスケジューリン
グ基準が満足されるかどうかに基づき前記デジタル表示器に表示されるメディアファイル
をスケジュールし、且つ前記スケジュールされたメディアファイルを表示するよう前記デ
ジタル表示器を制御するように働くメディアプレーヤと、を有し、
少なくとも１つの前記デジタル表示器に、前記デジタル表示器の近くに現在いる乗客に対
し、現在表示中の前記スケジュールされたメディアファイルに関する補足情報を提供する
ための、乗客との交信部が組み込まれていることを特徴とするシステム。
【請求項２】
前記乗客との交信部は、前記乗客の携帯装置の無線インタフェースと交信するための互換
性のある無線インタフェースを有し、且つ前記補足情報が前記携帯装置に提供されること
を特徴とする、請求項１記載のシステム。
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【請求項３】
前記乗客との交信部が有する互換性のある無線インタフェースは、ＮＦＣ（近接場型無線
通信）のタッチポイントを有し、前記携帯装置の無線インタフェースは近接場型無線通信
インタフェースを有することを特徴とする、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
前記乗客との交信部は、タッチ可能なインタフェースを有し、乗客にタッチされる前記タ
ッチ可能なインタフェースに応答して前記補足情報が提供されることを特徴とする、請求
項１記載のシステム。
【請求項５】
前記タッチ可能なインタフェースは、前記デジタル表示器に現在表示されているスケジュ
ールされたメディアファイルに関し、乗客がフィードバックできるようにすることを特徴
とする、請求項４に記載のシステム。
 
【請求項６】
輸送車両における、メディア情報提供システムであって、
前記輸送車両に設置され前記輸送車両内の乗客が観覧できる、２つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器と、
メディアファイル及び前記メディアファイルの各々に関連するスケジューリング基準を保
存するメディアデータベースと、
前記メディアデータベースと前記デジタル表示器とに接続され、関連するスケジューリン
グ基準が満足されるかどうかに基づき前記デジタル表示器に表示されるメディアファイル
をスケジュールし、且つスケジュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタ
ル表示器を制御するように働くメディアプレーヤと、を有し、
前記デジタル表示器の各々に対するメディアファイルのスケジューリングは、前記各々の
デジタル表示器の近くに現在いる乗客に関する情報に基づき、且つ前記情報は前記乗客の
携帯装置から直接又は間接的に得られることを特徴とするシステム。
【請求項７】
前記情報は、前記乗客により選択された個人的好み、前記乗客の層別、又は前記乗客の携
帯装置に保存されたデータから選択されたデータを含むことを特徴とする、請求項６に記
載のシステム。
 
【請求項８】
輸送車両における、メディア情報提供システムであって、
前記輸送車両に設置され前記輸送車両内の乗客が観覧できる、２つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器と、
メディアファイル及び前記メディアファイルの各々に関連するスケジューリング基準を保
存するメディアデータベースと、
前記メディアデータベースと前記デジタル表示器とに接続され、関連するスケジューリン
グ基準が満足されるかどうかに基づき前記デジタル表示器に表示されるメディアファイル
をスケジュールし、且つスケジュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタ
ル表示器を制御するように働くメディアプレーヤと、を有し、
少なくとも１つの前記デジタル表示器が、前記少なくとも１つのデジタル表示器の近くに
いる乗客の携帯装置を巻き込むＰＯＳ取引を促進する無線交信能力を有し、前記ＰＯＳ取
引は、前記デジタル表示器で現在表示されているスケジュールされたメディアファイルに
関連することを特徴とするシステム。
【請求項９】
前記輸送車両に設置され、前記メディアプレーヤに前記輸送車両の現在の地理的位置を通
信するために前記メディアプレーヤに結合された測位装置をさらに有し、メディアファイ
ルのスケジューリングはまた、どのメディアファイルが前記輸送車両の現在の地理的位置
を満足する関連スケジューリング基準を持つか、に基づくことを特徴とする、請求項１乃
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至８の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
前記メディアファイルのスケジューリングはまた、どのメディアファイルが前記輸送車両
の現在の日又は現在時刻を満足する関連スケジューリング基準を持つか、に基づくことを
特徴とする、請求項１乃至９の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
前記乗客に関する分析データを収集するために前記デジタル表示器に組み込まれた、１つ
又はそれ以上のデジタルカメラをさらに有することを特徴とする、請求項１乃至１０の何
れか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
前記メディアファイルのスケジューリングはまた、どのメディアファイルが前記収集した
分析データを満足する関連スケジューリング基準を持つか、に基づくことを特徴とする、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記メディアプレーヤは、前記メディアファイルを前記デジタル表示器の間で順番に交替
でスケジュールできることを特徴とする、請求項１乃至１２の何れか１項に記載のシステ
ム。
【請求項１４】
前記メディアファイルは、画像ファイルを有することを特徴とする、請求項１乃至１３の
何れか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
前記メディアファイルは、ビデオファイルを有することを特徴とする、請求項１乃至１４
の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
前記メディアファイルは、広告を有することを特徴とする、請求項１乃至１５の何れか１
項に記載のシステム。
【請求項１７】
前記輸送車両は、バス、路面電車、地下鉄車両、軽量軌道車両、通勤列車車両、タクシ、
又はレンタカーの何れかであることを特徴とする、請求項１乃至１６の何れか１項に記載
のシステム。
 
【請求項１８】
輸送車両におけるメディア情報提供方法であって、
メディアデータベースに保存されている、メディアファイルと前記メディアファイルの各
々に関連するスケジューリング基準とにアクセスするステップと、
２つ又はそれ以上のデジタル表示器上に表示するためのメディアファイルを、関連するス
ケジューリング基準が満足されるかどうかに基づきスケジュールするステップと、
ここで前記デジタル表示器は、前記輸送車両内の乗客が観覧できるように前記輸送車両に
設置されており、
前記スケジュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御する
ステップと、
前記デジタル表示器の１つに組み込まれた乗客との交信部を通して、前記デジタル表示器
の近くにいる乗客に対し、前記デジタル表示器上に表示されている、前記スケジュールさ
れたメディアファイルに関連する補足情報を提供するステップと、を有することを特徴と
する方法。
【請求項１９】
前記乗客との交信部は、前記乗客の携帯装置の無線インタフェースと交信するための互換
性のある無線インタフェースを有し、前記携帯装置に前記補足情報を提供することを特徴
とする、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
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前記乗客との交信部が有する互換性のある無線インタフェースは、近接場型無線通信のタ
ッチポイントを有し、前記携帯装置の無線インタフェースは、近接場型無線通信インタフ
ェースを有することを特徴とする、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記乗客との交信部は、タッチ可能なインタフェースを有し、前記乗客にタッチされるタ
ッチ可能なインタフェースに応答して前記補足情報が提供されることを特徴とする、請求
項１８に記載の方法。
 
【請求項２２】
輸送車両におけるメディア情報提供方法であって、
メディアデータベースに保存されている、メディアファイルと前記メディアファイルの各
々に関連するスケジューリング基準とにアクセスするステップと、
２つ又はそれ以上のデジタル表示器上に表示するためのメディアファイルを、関連するス
ケジューリング基準が満足されるかどうかに基づきスケジュールするステップと、
ここで前記デジタル表示器は、前記輸送車両内の乗客が観覧できるように前記輸送車両に
設置されており、
前記スケジュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御する
ステップと、
前記デジタル表示器の１つに対するメディアファイルのスケジューリングはまた、前記デ
ジタル表示器の１つの近くに現在いる乗客に関する情報に基づき、且つ前記情報は前記乗
客の携帯装置から直接又は間接的に得られることを特徴とする方法。
 
【請求項２３】
輸送車両におけるメディア情報提供方法であって、
メディアデータベースに保存されている、メディアファイルと前記メディアファイルの各
々に関連するスケジューリング基準とにアクセスするステップと、
２つ又はそれ以上のデジタル表示器上に表示するためのメディアファイルを、関連するス
ケジューリング基準が満足されるかどうかに基づきスケジュールするステップと、
ここで前記デジタル表示器は、前記輸送車両内の乗客が観覧できるように前記輸送車両に
設置されており、
前記スケジュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御する
ステップと、
前記デジタル表示器の近くにいる乗客の携帯装置を巻き込むＰＯＳ取引を促進するステッ
プと、を有し、前記ＰＯＳ取引は、前記デジタル表示器で前記表示されているスケジュー
ルされたメディアファイルに関連することを特徴とする方法。
【請求項２４】
前記輸送車両の現在の地理的位置を得るステップをさらに有し、
前記メディアファイルのスケジューリングはまた、どのメディアファイルが前記輸送車両
の現在の地理的位置を満足する関連スケジューリング基準を持つか、に基づくことを特徴
とする、請求項１８乃至２３の何れか１項に記載の方法。
【請求項２５】
前記メディアファイルのスケジューリングはまた、どのメディアファイルが前記輸送車両
の現在の日又は現在時刻を満足する関連スケジューリング基準を持つか、に基づくことを
特徴とする、請求項１８乃至２４の何れか１項に記載の方法。
【請求項２６】
前記メディアファイルのスケジューリングはまた、どのメディアファイルが、少なくとも
１つの前記デジタル表示器に含まれる１つ又はそれ以上のデジタルカメラから収集した分
析データを満足する関連スケジューリング基準を持つか、に基づくことを特徴とする、請
求項１８乃至２４の何れか１項に記載の方法。
【請求項２７】
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前記メディアファイルは、画像ファイルを有することを特徴とする、請求項１８乃至２６
の何れか１項に記載の方法。
【請求項２８】
前記メディアファイルは、ビデオファイルを有することを特徴とする、請求項１８乃至２
７の何れか１項に記載の方法。
【請求項２９】
前記メディアファイルは、広告を有することを特徴とする、請求項１８乃至２８の何れか
１項に記載の方法。
【請求項３０】
前記輸送車両は、バス、路面電車、地下鉄車両、軽量軌道車両、通勤列車車両、タクシ、
又はレンタカーの何れかであることを特徴とする、請求項１８乃至２９の何れか１項に記
載の方法。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　従って、この発明の１つの態様では、輸送車両におけるメディア情報提供システムであ
って、
前記輸送車両に設置され前記輸送車両内の乗客が観覧できる、２つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器と、メディアファイル及び前記メディアファイルの各々に関連するスケジューリ
ング基準を保存するメディアデータベースと、前記メディアデータベースと前記デジタル
表示器とに接続され、関連するスケジューリング基準が満足されるかどうかに基づき前記
デジタル表示器に表示されるメディアファイルをスケジュールし、且つ前記スケジュール
されたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御するように働くメディ
アプレーヤと、を有し、少なくとも１つの前記デジタル表示器に、前記デジタル表示器の
近くに現在いる乗客に対し、現在表示中の前記スケジュールされたメディアファイルに関
する補足情報を提供するための、乗客との交信部が組み込まれていることを特徴とするシ
ステムが提供される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　従って、この発明の１つの態様では、輸送車両におけるメディア情報提供システムであ
って、
前記輸送車両に設置され前記輸送車両内の乗客が観覧できる、２つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器と、メディアファイル及び前記メディアファイルの各々に関連するスケジューリ
ング基準を保存するメディアデータベースと、前記メディアデータベースと前記デジタル
表示器とに接続され、関連するスケジューリング基準が満足されるかどうかに基づき前記
デジタル表示器に表示されるメディアファイルをスケジュールし、且つスケジュールされ
たメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御するように働くメディアプ
レーヤと、を有し、前記デジタル表示器の各々に対するメディアファイルのスケジューリ
ングは、前記各々のデジタル表示器の近くに現在いる乗客に関する情報に基づき、且つ前
記情報は前記乗客の携帯装置から直接又は間接的に得られることを特徴とするシステムが
提供される。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　従って、この発明の１つの態様では、輸送車両におけるメディア情報提供システムであ
って、
前記輸送車両に設置され前記輸送車両内の乗客が観覧できる、２つ又はそれ以上のデジタ
ル表示器と、メディアファイル及び前記メディアファイルの各々に関連するスケジューリ
ング基準を保存するメディアデータベースと、前記メディアデータベースと前記デジタル
表示器とに接続され、関連するスケジューリング基準が満足されるかどうかに基づき前記
デジタル表示器に表示されるメディアファイルをスケジュールし、且つスケジュールされ
たメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御するように働くメディアプ
レーヤと、を有し、少なくとも１つの前記デジタル表示器が、前記少なくとも１つのデジ
タル表示器の近くにいる乗客の携帯装置を巻き込むＰＯＳ取引を促進する無線交信能力を
有し、前記ＰＯＳ取引は、前記デジタル表示器で現在表示されているスケジュールされた
メディアファイルに関連することを特徴とするシステムが提供される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　従って、この発明の１つの態様では、輸送車両におけるメディア情報提供方法であって
、
メディアデータベースに保存されている、メディアファイルと前記メディアファイルの各
々に関連するスケジューリング基準とにアクセスするステップと、２つ又はそれ以上のデ
ジタル表示器上に表示するためのメディアファイルを、関連するスケジューリング基準が
満足されるかどうかに基づきスケジュールするステップと、ここで前記デジタル表示器は
、前記輸送車両内の乗客が観覧できるように前記輸送車両に設置されており、前記スケジ
ュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御するステップと
、前記デジタル表示器の１つに組み込まれた乗客との交信部を通して、前記デジタル表示
器の近くにいる乗客に対し、前記デジタル表示器上に表示されている、前記スケジュール
されたメディアファイルに関連する補足情報を提供するステップと、を有することを特徴
とする方法が提供される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　従って、この発明の１つの態様では、輸送車両におけるメディア情報提供方法であって
、
メディアデータベースに保存されている、メディアファイルと前記メディアファイルの各
々に関連するスケジューリング基準とにアクセスするステップと、２つ又はそれ以上のデ
ジタル表示器上に表示するためのメディアファイルを、関連するスケジューリング基準が
満足されるかどうかに基づきスケジュールするステップと、ここで前記デジタル表示器は
、前記輸送車両内の乗客が観覧できるように前記輸送車両に設置されており、前記スケジ
ュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御するステップと
、前記デジタル表示器の１つに対するメディアファイルのスケジューリングはまた、前記
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デジタル表示器の１つの近くに現在いる乗客に関する情報に基づき、且つ前記情報は前記
乗客の携帯装置から直接又は間接的に得られることを特徴とする方法が提供される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　従って、この発明の１つの態様では、輸送車両におけるメディア情報提供方法であって
、
メディアデータベースに保存されている、メディアファイルと前記メディアファイルの各
々に関連するスケジューリング基準とにアクセスするステップと、２つ又はそれ以上のデ
ジタル表示器上に表示するためのメディアファイルを、関連するスケジューリング基準が
満足されるかどうかに基づきスケジュールするステップと、ここで前記デジタル表示器は
、前記輸送車両内の乗客が観覧できるように前記輸送車両に設置されており、前記スケジ
ュールされたメディアファイルを表示するよう前記デジタル表示器を制御するステップと
、前記デジタル表示器の近くにいる乗客の携帯装置を巻き込むＰＯＳ取引を促進するステ
ップと、を有し、前記ＰＯＳ取引は、前記デジタル表示器で前記表示されているスケジュ
ールされたメディアファイルに関連することを特徴とする方法が提供される。
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